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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

基本目標１　地域資源を活かした魅力ある「しごと」を創生する

1-1　創業、企業誘致及び事業拡大の支援

①創業及び事業承継支援事
業の推進

地域経済の活性化を図るため、関係機関のネットワーク
体制構築による創業及び事業承継支援体制の強化を図
り、ビジネスモデルの構築・資金調達・事業計画・各種手
続・創業及び事業承継後のフォロー等、総合的な支援を
行います。

・創業支援事
業　・事業承
継支援事業
・制度融資

関係機関と共同し創業支援を実施するとともに、
市の制度融資（開業支援資金）の拡充により、
徐々に創業者は増加している。

創業及び事業承継支援の拡充を図り、地域にお
いて多様な事業の展開がされるよう努める。

産業振興課

②新規企業誘致及び事業拡
大の支援

県の企業立地施策等と連携し、企業誘致及び企業の事
業拡大に向けた支援を行い、効果的な企業誘致等の活
動を推進します。

・工場等誘致
奨励制度（工
場等設置奨励
金、雇用奨励
金）
・地域経済牽
引事業　・先
端設備等導入
計画　・下松タ
ウンセンター
の活性化

新規事業者（製造業）１社が進出し、企業誘致に
ついて県との連携が図られている。

県の企業立地推進課と連携するとともに、独自
の誘致制度を創設し、より一層の企業誘致を目
指す。

産業振興課

1-2　地場産業の育成・支援

①中小企業の経営高度化・安
定化支援

小規模企業振興基本法に基づき、県や商工会議所と連
携し事業展開を図るとともに、中小企業への経営高度
化・安定化、経営基盤強化を支援します。また、経営指
導や各種事業資金融資制度、補助金、共済制度等の各
支援策を柔軟に活用します。

・中小企業制
度融資　・地
場産業育成支
援事業　・中
小企業支援事
業

下松商工会議所内にある中小企業相談所の運
営支援や市の補助制度の活用により、確実な事
業実施が図られている。

現在の取組を推進・強化するとともに、状況に応
じて柔軟な施策の実施に努める。

産業振興課

②農林業の振興

新規就農者など、意欲ある担い手の確保・育成を促進
し、農機具の共同利用や出荷流通、販売などを念頭に、
組織化、共同集団化することにより、経営体制の強化も
図りつつ、地域農林業の維持・活性化に向けた取組を推
進します。

・新規就農者
支援事業　・
農業振興対策
事業　・地産
地消の推進

新たな担い手の確保に努めているが、平成29年
度（2名）以降、新規就農者の確保に至っていな
い。

優良な農地が少なく意欲ある担い手の確保は容
易ではないが、都市近郊農業を売りとして、人材
確保を推進する。また。集落ごとに継続的な内
容での集団化・組織化に向けた営農体制の強化
を図る。

農林水産課
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③栽培漁業センターを活用し
た水産業の振興

種苗生産、中間育成及び養殖事業の強化、魚種の再考
や生産経費の削減、技術改良、市場性のある新種苗開
発等により、生産数の拡大と安定供給を図るとともに、新
たな観光交流の拠点として、魚食普及などを推進しま
す。また、関係機関と連携し、新規漁業就業者の確保・
育成に努めます。

・水産振興の
推進　・栽培
漁業振興（種
苗生産・中間
育成・放流事
業）
・漁業担い手
支援事業　・
地産地消の推
進

栽培漁業センターは、令和2年度に新施設が稼
働開始し、種苗生産から中間育成、放流、養殖
等の機能を強化し、漁獲の安定的増大に寄与す
ることに加え、漁業者から要望のあったアイナ
メ、ウマヅラハギの新魚種開発や水産業への普
及啓発を行った。また、観光交流や魚食普及活
動の一環として、タッチングプールを利用しての
イベントを開催した。

水産物の付加価値を高めるため、笠戸ひらめの
一夜干しをはじめとする水産加工を促進し、特産
品としての開発を図る。

農林水産課

・地場産業育
成支援事業

笠戸ひらめを活用したコンフィーや笠戸レモンを
活用したレモンサイダーなどの商品化、笠戸ひら
めパエリアの素と米川米のセット販売等を支援し
た。

農商工連携や6次産業化等を推進し、独自性や
付加価値の高い商品開発、商品化、販売体制の
確立に向けて関係機関と連携しながら支援す
る。

農林水産課

ふるさと納税返礼品に笠戸ひらめパエリア、笠戸
レモンエールを加えた。また、米川ゆずの会及び
徳山大学と協働し、小学生と保護者を対象にゆ
ず収穫とゆずみそ作り体験会を実施。米川ゆず
の魅力を伝えることができた。

特産品を原材料とした製品のふるさと納税返礼
品に積極的に加え、販路の確保と認知度向上に
つなげる。同時に現在の取組を継続しながら、
大学生や市民の米川ゆずへの関心を高め、商
品開発や販路拡大のアイデアを引き出す。

地域政策課

イベントでの賞品としての活用、パンフレット配布
等によりPRに努めた。

引き続き、特産品のPRに努めるとともに、地元
産品を使用した新たな特産品開発を推進する。

地域交流課

1-3　就労支援、働きやすい就労環境の整備

①雇用情報の収集と提供
県及びハローワーク下松と連携し、各職業相談窓口を通
じて、雇用情報、求人情報の収集、提供、各種施策のPR
等を進めます。

・県及びハ
ローワークと
の連携

特にハローワーク下松とは定期的な情報交換を
実施し、必要な対策について事前に検討するな
ど十分な取組が行えた。

現在の取組を推進・強化するとともに、状況に応
じて柔軟な政策の実施に努める。

産業振興課

これまでの「来巻にんにく」、「笠戸ひらめ」、「笠戸レモ
ン」や「米川ゆず」等の特産品開発を踏まえつつ、引き続
き、農商工連携や６次産業化等による、独自性や付加価
値の高い商品開発を促進し、商品化、販売体制の確立
に向けて関係機関と連携しながら支援します。

④特産品の開発と販売体制
づくり

3



基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・若年者就労
支援　・就労
訓練サポート
事業

しゅうなん若者サポートステーションに対して補
助金を交付し、若年無業者の職業的自立のため
の取組への支援を行った。

現在の取組を推進・強化するとともに、状況に応
じて柔軟な施策の実施に努める。

産業振興課

・女性活躍支
援事業

女性活躍推進支援事業（女性向け、男性向け、
事業所向けの3つのセミナー）をオンラインで開
催した。参加者アンケートの結果では、いずれも
満足度が高く、就業環境の整備に向けた意欲向
上などに一定の効果があった。

地域女性活躍推進交付金を活用して、様々な立
場の人に対し、就業の場における能力発揮など
の女性活躍推進に資する啓発事業を継続してい
く。

人権推進課

多様な保育ニーズに対応するため、特別保育事
業（乳児保育、延長保育、休日保育、一時預か
り、障害児保育）を実施した。

継続して実施する。
子育て
支援課

・障害者就労
訓練事業

令和元年度までと同様の制度内容で、施設数は
変更なし、実利用者数9人→8人、委託料307千
円→318千円（利用時間数変更無し、単価上昇
による増）（いずれも令和元年度→令和2年度数
値）。
一般就労が難しい障害者に、市役所食堂補助
業務の就労機会を提供し、就労に必要な知識や
技能習得につながっている。

継続して実施する。 福祉支援課

・障害者職場
実習等支援事
業

令和元年度までと同様の制度内容だが、施設数
3→9、実利用者数3人→11人、助成額43千円→
87千円（いずれも令和元年度→令和2年度数値）
と利用が進んでいる。障害者就業・生活支援セ
ンター等が行う職場実習の利用者に対して、実
習等に必要な支度金を支給することで、障害者
が実習に参加しやすい環境をつくり、就労に結
び付いている。

継続して実施する。 福祉支援課

1-4　産官学連携による地元企業への就職の推進

①高等教育機関等との連携
及び若者の定着促進

官公庁、地元企業等が地域課題と高等教育機関等との
知見を結び付け、その解決につなげるとともに、企業等
と人との新たなつながりを築き、新規学校卒業者の雇用
の創出及び地元就職率の向上により若者定着促進を図
ります。

・COC＋事業
・PBL （課題
解決型学習）

山口県立大学と協働してPBLを行い、地元企業
の協力も得ながら、関係人口や雇用の創出策に
ついて研究することができた。

現在の取組を継続しつつ、学生たちの考えや提
案の精度を高め、新卒者のUJIターンや雇用の
拡大につなげていく。

地域政策課

多様な働き方を選択でき、女性、高齢者、障害者、外国
人など、誰もが共に能力を発揮できる就労環境の形成に
向けた取組を促進します。

②誰もが活躍できる就労環境
の整備
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基本目標２　若い世代の希望をかなえるとともにくだまつに誇りと愛着を感じる「ひと」を創生する

2-1　若い世代の結婚・妊娠・出産に対する支援

①出会いの場の創出
やまぐち結婚応縁センターと連携した婚活支援や民間事
業者、民間団体との協働により、結婚を希望する人が、
その希望を実現できる機会を創出します。

・婚活事業の
支援

市としての取組はない。 今後、民間団体の支援などを検討していく。 地域政策課

②妊娠の希望を実現するため
の支援の充実

「子どもを授かりたい」という夫婦の希望を実現するた
め、本市の独自制度である所得制限を撤廃した不妊治
療（検査）費に関する助成など経済的な支援や相談体制
の充実など支援体制の強化を図ります。

・不妊治療費
助成事業　・
不育症治療費
助成事業

県事業に加え、所得制限の撤廃、不育症の助成
により経済的負担の軽減を図った。合わせて、
事業の普及啓発に努めた。

引き続き、子どもを授かりたいという夫婦の希望
を実現するため、事業の普及啓発や相談体制の
充実を図る。

健康増進課

③母子保健事業の充実・強化

妊娠・出産・産後の周産期の女性や、乳幼児の健康状態
を確認するための健診及び育児相談等の充実を図ると
ともに、関係機関と連携して子育ての不安解消や子育て
世帯の支援に努めます。

・母子保健相
談指導事業
・母子健康診
査事業（妊
婦、産婦、乳
児、1歳6か月
児、3歳児） ・
産後ケア事業
・産前産後サ
ポート事業 ・
二次救急医療
体制の確保

妊娠・出産・産後の周産期の女性や、乳幼児の
健康状態を確認するための健診及び育児相談
等の充実を図るとともに、関係機関と連携して子
育ての不安解消や子育て世帯の支援に努め
た。
コロナ禍における感染防止のため、3歳児一般
健康診査を医療機関に委託した。また、相談・教
室を予約制や少人数にするなど、工夫して実施
した。

令和3年度から、妊娠、出産や子育てに関する
悩みや困りごとを抱える妊産婦及び乳児を対象
に「産前産後サポーター派遣事業」を開始する。
また、引き続き、健診や相談、教室についても市
民が利用しやすい方法で実施し、子育ての不安
解消や子育て世帯の支援に努める。

健康増進課

2-2　子育て支援の充実と環境整備

・乳幼児医療
費、子ども医
療費助成　・
同時入所第2
子以降保育料
無料化事業
・ファミリーサ
ポートセンター
利用料軽減
・高等職業訓
練促進給付金
等事業

本市の独自事業である「同時入所第2子以降保
育料無料化事業」等を実施するとともに、子ども
医療費助成制度においては、対象を中学生入院
分（所得制限なし）までに拡充した。

保育料等の負担軽減事業を継続して実施すると
ともに、子ども医療費助成制度の更なる拡充を
検討する。

子育て
支援課

・就学援助費
助成

経済的な理由により、就学に必要な費用負担が
困難な保護者に対して、就学援助費を支給し
た。

就学援助の制度について、保護者に周知を行い
低所得世帯の経済的負担軽減を図る。

学校教育課

保育料等の負担軽減や認可外保育施設の保育料補助
に加え、本市の独自制度として、乳幼児医療費助成制度
及び小学校１～６年生までの子ども医療費助成制度につ
いては、全ての子どもを対象に所得制限を撤廃し、無料
とすることにより、子育て世代の経済的負担の軽減を図
ります。

①子育てに関する経済的支援
の充実
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・子育て支援
センター事業
・子育て支援
ｗｅｂサイトの
推進

子育て中の親子が気軽に交流できるイベント等
の開催や子育てに関する相談等を実施するとと
もに、子育て支援ｗｅｂサイト「ママパパ」等を通じ
て、子育てに関する情報提供の充実に努めた。

継続して実施する。
子育て
支援課

・子育て世代
包括支援セン
ター利用者支
援事業

平成29年6月に開設した子育て世代包括支援セ
ンター「ハピスタくだまつ」において、妊娠・出産・
子育てに関する相談対応を実施した。子育て支
援センターとの連携による出張育児相談も会場
を拡大して実施した。

継続して実施する。 健康増進課

・家庭教育支
援

小学校では就学時健診の機会を活用した子育
て講座を実施するとともに、保護者にリーフレット
「子育てお助け情報」を配付した。中学校では保
護者・生徒を対象に思春期子育て講座を開催し
た。また、地域においては、親同士のつながりづ
くりや子育てに関する相談対応等に取り組む「家
庭教育支援チーム」の立ち上げ及び活動を支援
した。

すべての親が安心して子育てが行える地域づく
りを目指し、引き続き、左記の事業に取り組んで
いく。

生涯学習
振興課

・一時預かり
事業　・病児・
病後児保育事
業　・放課後
児童クラブ運
営事業
・ファミリーサ
ポートセンター
事業　・保育
士トライアル
雇用制度

保育の受け皿確保のため、令和2年4月から新た
に民間保育園2園、認定こども園1園が開所し
た。また、児童の家（放課後児童クラブ）を4クラ
ブ増設するとともに、更なる質の向上と運営の安
定化を図るため、市内すべての児童の家の民間
委託を実施した。

幼稚園の認定こども園への移行を推進するとと
もに、児童の家の増設に努める。

子育て
支援課

・家庭教育支
援　・地域未
来塾　・放課
後子ども教室

「地域未来塾」については、学習習慣を身につ
け、学習内容の基礎固めをしたいと考えている
塾に通っていない中学生を対象に、教員OBや地
域住民の協力のもと学習支援を行い、計19回、
延べ373人の参加があった。
「放課後子ども教室」については、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により、下松小・豊井
小学校区、花岡小学校区のみで実施し、地域の
青少年関係団体やボランティアの協力を得て、
放課後等に子どもたちに学習・体験・交流等
様々な活動メニューを提供した。

地域の関係団体やボランティアとの連携・協力に
より事業が成り立っていることから、事業を継続
していくために、地域での人材の掘り起こしや人
と人とのつながりづくりを推進していく必要があ
る。

生涯学習
振興課

保育需要の増加への対応として、保育施設の充実や保
育士の人材確保等を図り、引き続き、待機児童の解消に
努めます。また、特別保育事業（乳児保育、延長保育、
休日保育、一時預かり、障害児保育）、病児・病後児保
育、放課後児童クラブの充実、ファミリーサポートセン
ターの活用促進など、多様な子育てニーズへの対応に
努めます。特に、放課後児童クラブについては、新規・増
設を行い、民間活力の導入による受入枠の拡大と運営
の安定化を図ります。

③多様な子育てニーズへの対
応

子育て支援センター事業や利用者支援事業の推進や子
育てサークルへの支援、ママパパアプリや広報・パンフ
レットなどによる子育て支援情報の提供を行い、子育て
世代が利用しやすく、身近な場所できめ細やかな相談し
やすい環境の充実を図ります。

②子育てに関する相談及び情
報提供体制の充実
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・公園等施設
整備

都市公園において、安全・安心な公園施設の利
用、効果的な維持管理や修繕・更新計画を行う
ため、維持管理方針の検討を行い、公園施設長
寿命化計画を策定した。

公園施設長寿命化計画に基づき、施設整備を進
める。

都市整備課

・交通安全施
設整備事業
（通学路危険
箇所整備）

通学路安全プログラムに基づき、令和2年度は5
箇所の危険箇所対策を実施した。（内、2箇所完
了、3箇所対策事業継続中）

引き続き、通学路安全プログラムに基づき、対策
事業継続箇所の事業推進と新たな危険箇所へ
の対応を実施する。

土木課

「授乳・おむつ替え用ベビーテント」貸出しの周知
に努めた。

継続して実施する。
子育て
支援課

2-3　働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

・女性活躍支
援事業

女性活躍支援事業の1つとして、事業所向けセミ
ナーをオンラインで行った。また、山口県と連携
し、事業所向けセミナーの案内チラシを送付する
際に山口県の「やまぐち男女共同参画推進事業
者」認証制度紹介チラシを同封して、周知した。

事業者及び就業者に対して、広く周知を図るた
め、魅力的なテーマ設定やニーズの把握、周知
方法、実施方法について、検討していく必要があ
る。

人権推進課

山口県労働局が実施する事業について周知を
図る等、事業者に対して情報提供を行った。

引き続き事業者に対する情報提供を行う。 産業振興課

下松市役所では令和3年4月1日現在、管理職59
人中女性が12人となっている（20.3％）。※令和2
年度18.1％
第5次下松市男女共同参画プランに基づき、女
性活躍推進のため、管理職を中心とした職員を
対象に「女性活躍推進セミナー」を実施した。

引き続き、女性職員の積極的な管理職への登用
や職域拡大に努める。また、女性職員に対し、
研修等による資質向上を図り、能力が十分発揮
できるよう支援していく。

総務課

子どもが自然の中で、のびのびと遊び、子育て世代の交
流ができる場として公園等を計画的に整備し、安全管理
に努めるとともに、通学路の危険箇所対策を行い、安心
して子育てできる環境整備を推進します。また、公共施
設のベビーコーナーなどを計画的に設置するように努
め、民間施設についても管理者の協力を得て、設置を促
します。

④子育て世代に優しい環境の
充実

事業所、団体等に対し、女性の管理監督職への登用
や、ポジティブ・アクションを進めるための働きかけ及び
女性活躍推進のための情報提供を行います。また、女性
が自らの意欲と能力を高め、社会のあらゆる分野に積極
的に参画できるよう、能力開発や就業支援に関する学習
機会の提供や、情報提供を行い、意欲向上に向けた支
援に努めます。

①女性の活躍推進
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・ホームペー
ジや広報によ
る広報、周知
・市内企業へ
の直接案内
・関係セミナー
の紹介

市HPや市役所ロビーの展示でワーク・ライフ・バ
ランスについて、周知を図った。また、女性活躍
支援事業では、女性向けに「時間効率アップセミ
ナー」、男性向けに「パパの子育てとパートナー
シップ講座」を開催した。

男性の理解が必要という声が引き続き聞かれる
ため、男性の家事・育児参画に関する事業を
行っていくとともに、デジタル技術を含む、女性
の能力向上に関する事業を行い、子育てと仕事
を両立できる環境づくりに努めていく。

人権推進課

テレワークへの支援等、事業者に対する施策に
ついて周知を図った。

国・県と連携し、新たな施策の情報提供を行って
いく。

産業振興課

やまぐち子育て連盟等からのチラシ等を窓口に
設置し、普及・啓発に努めた。

継続して実施する。
子育て
支援課

下松市役所では令和2年度育児休業取得率は
女性100％、男性25％となっている。
※特定事業主行動計画における数値目標：女性
100％、男性5％。
令和2年度男性職員の配偶者出産休暇または
育児参加休暇取得率：87.5％
※同目標：50％

引き続き、職員が子育てと仕事を両立できる職
場環境づくりを目指していく。

総務課

2-4　新時代に活躍できる人材を育てる教育の推進

・コミュニティ・
スクール推進
事業

地域連携教育担当教職員やCSコーディネーター
を対象とした研修を行ったことで、教職員の参画
意識の向上を図ることができた。また、研修会等
を通じて、小中学校と高等学校（校長及びCS活
動推進員）とのつながりが生まれ、校種間連携を
生かしたコミュニティ・スクールの推進への意識
が高まった。

本市の地域連携教育上の課題である「教職員の
参画意識の向上」「児童生徒の参画」「地域・保
護者への周知」の3点を各研修会で繰り返し周知
し、高等学校との連携を含めた地域連携教育の
充実を図るとともに、各校の「学校・地域連携カリ
キュラム」を中学校区単位で常に見直し改善す
るための支援を行う。

学校教育課

・学校図書整
備事業

下松市学校図書館図書整備計画に基づいて整
備を行っている。

適正な蔵書数を維持できるように必要な図書の
整備を行う。

教育総務課

・星ふるまち
の図書館教育
推進事業

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、令和2
年度の図書館教育は1校のみの実施となった。
「星ふるまちの図書館活用ガイド」は作成から7
年が経過し、追加すべき内容が出てきたので改
訂版を作成した。

今後も毎年度市内の全小学校を訪問し、小学4
年生を対象に図書館活用術を教えていくことで、
子ども達が本と親しみ、想像力や問題解決力を
身に付けながら成長していけるよう支援する。

図書館

子育てと仕事を両立できる環境づくりや、ゆとりある家庭
生活の実現を図るため、事業所等に対してワーク・ライ
フ・バランスや両立支援制度の活用等について啓発を図
るとともに、フレックスタイム制、ワークシェアリング、在宅
勤務等多様な働き方について普及・啓発に努めます。

②ワーク・ライフ・バランスの
実現のための支援

学校・家庭・地域が連携・協働してコミュニティ・スクール
の取組の充実を図ることで、郷土下松への誇りと愛着を
持ち、地域に貢献しようとする児童生徒の育成に努めま
す。

①コミュニティ・スクールの取
組の推進
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・ALT派遣事
業　・中学生
等海外語学研
修生派遣事業
・英語教育推
進事業

小中学校の英語担当教員を対象とした研修会を
実施することで、小中連携による指導力の向上
をめざした。小中学校にＡＬＴを派遣して、児童生
徒がネイティブの英語や外国語の文化に直接触
れる機会を設けた。ＡＬＴと直接会話をすること
で、児童生徒が英語によるコミュニケーションの
楽しさを味わったり、英語を使おうとする意欲を
高めたりすることができた。

小中学校ともに新学習指導要領の完全実施とな
ることを受け、言語活動がさらに充実したものに
なるよう研修体制や内容の見直しに努める。ま
た、ALT派遣回数の増加やALTの人材確保につ
いても検討していく。

学校教育課

・英語環境向
上推進事業

市内19の保育園・幼稚園にネイティブ講師を派
遣し、外国人と英語に親しんでもらうことで、国際
感覚の芽を育てることができた。

現在は1園当たり年5回だが、回数増を望む園が
多く、より効果を高めるため、予算を増額したう
えで年10回程度に増やしていくことを検討する。

地域政策課

・学校ICT環境
整備事業

プログラミング教材をはじめとしたICT機器を各
学校に順次配備を行い、学習環境の充実を図っ
た。（小学3～6年、中学1～3年に配備）

各学校のICT機器全般の更新及び新規導入を
図り、次世代に対応可能な環境整備を行ってい
く。

教育総務課

・プログラミン
グ教育推進事
業

市内小学校にプログラミング教育用ロボット
「mBot」を導入するとともに、各小学校担当者を
対象とした研修会を実施し、活用方法について
研鑽を深めた。

「mBot」を追加導入するとともに、中学校にもプ
ログラミング学習教材を技術・家庭科の技術分
野の授業で試験的に導入し、活用の幅を広げ
る。

学校教育課

2-5　下松ならではの地域資源の発掘・磨き上げによる魅力の創出

①笠戸島を中心とした魅力あ
る観光の充実

下松市観光振興ビジョンに基づき、国民宿舎大城、家族
旅行村等を有する笠戸島を観光拠点として位置付け、重
点的に観光整備を行い、体験交流イベントの開催、支援
など、市民や関係団体との協働による観光客の呼び込
みを図り、市内循環に努めます。また、米泉湖や花岡な
どにおいては、自然、歴史的な街並み等の地域の魅力を
生かした環境整備を推進します。

・観光振興ビ
ジョン推進事
業　・笠戸島
観光環境整備
事業
・笠戸島家族
旅行村の整備

美観や快適さを維持するための環境整備に取り
組むとともに、各種媒体を活用してのPRに努め
た。

引き続き、快適な観光環境を維持するよう努め
るとともに、スポーツ等、様々なコンテンツとの連
携や、民間団体との連携による新たな魅力創出
に取り組む。

地域交流課

・農業公園ＰＲ
事業　・栽培
漁業センター
施設案内業務
（えさやり体験
等）

農業公園では、新型コロナウイルス感染拡大に
より、体験学習・イベントが中止となり来場者が
大幅に減少した。
栽培漁業センターでは、施設見学やプチ海の駅
の開催により来館者を大幅に増やすことができ
た。

農業公園や栽培漁業センターなどの観光交流施
設を活用した体験型観光を推進し、交流人口・
関係人口の創出・拡大を図る。

農林水産課

栽培漁業センターの一般利用施設の愛称を募
集する等、新たな観光資源としての活用を推進
した。

市内外の方に、様々な自然の魅力に触れる機
会を提供できるよう、PR、環境整備、新たなコン
テンツ開発等に努める。

地域交流課

次世代に対応する「プログラミング的思考」等の情報活
用能力の育成に資するため、ICTを基盤とした先端技術
等の効果的な活用による学習環境を整備するとともに、
研修等を通じて、教員のICTを活用した指導スキルの向
上に努めます。

③情報活用能力を育む情報
教育の推進

子どもたちが今後のグローバル社会に対応できるよう、
小学校教員の指導力や専門性を高める研修体制の充
実を図るとともに、外国語指導助手（ALT）を活用して、実
践的なコミュニケーション能力の育成や豊かな国際感覚
を身に付けた児童生徒の育成に努めます。また、幼児教
育の場でもネイティブ講師を派遣するなど、幼少期から
英語に触れる機会を提供します。

②グローバル化に対応した教
育及び国際教育の推進

山・海・島などの自然環境を活かし、農業公園や栽培漁
業センターなどを観光交流の拠点として位置付け、市民
や学生が、ふるさと教育や体験学習等の体験型観光を
通して、ふるさとの魅力を発見・再認識することにより、
地域の活性化やシビックプライドの醸成を図りつつ、交
流人口・関係人口の創出・拡大につなげます。

②観光交流施設を活用した体
験型観光の推進
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・市内産業の
魅力発信事業

ものづくりのまち下松を市内外にＰＲするため、
「ものづくりアーカイブズ作成事業」に着手した。

令和5年に「ものづくりアーカイブズ」を作成し、イ
ベントなど様々なシーンでの活用を図り、下松の
ものづくりをＰＲするとともに、企業や人材の集積
につなげる。

産業振興課

・イベントの実
施　・スポーツ
大会や合宿の
誘致

既存のイベントを魅力的で持続可能なものとす
るため、駅伝やスポーツフェスティバル等の内容
改善に努めた。また、企業や民間団体との連携
により、バドミントントップリーグの大会を誘致し、
その機会に市の特産品等をPRすることで、地域
の活性化を推進した。

既存のイベントについて、ニーズに沿った統廃
合、改良に努めるとともに、わがまちスポーツで
あるバドミントンやハンドボールを中心とした集
客力のあるイベント開催による地域の活性化を
推進する。

地域交流課

・郷土資料デ
ジタル化事業

小学校社会科副読本をデジタル化したことで、下
松の歴史をわかりやすく紹介する親しみやすい
デジタルアーカイブになった。

今後もデジタルアーカイブ掲載資料を増やし、下
松の魅力を広く発信するツールとして充実を図り
たい。

図書館

・古地図散歩
でまちの魅力
発見事業

地域の歴史への興味・関心を高めるとともに、ま
ちの魅力を伝えることができる人材を育成するた
めに、リーフレット「下松で古地図さんぽ」を作成
し、下松の歴史を学ぶガイドウォークを開催し
た。また、学校や各団体が、自主的にリーフレッ
トを活用して、まちを歩きながら地域の歴史を発
見するイベントを開催した。

市民が地域の歴史を知り、まちの魅力に気づくこ
とは、郷土への誇りと愛着につながることから、
引き続き、各団体、学校と連携し、取組の充実を
図っていく。

図書館

2-6　移住・定住対策の促進

・シティプロ
モーション事
業　・ＳＮＳ活
用事業　・キャ
ラクター活用
事業
・ふるさと納税
推進事業　　・
ふるさとサ
ポーター制度

ゆるキャラグランプリへの参加を通じて「くだま
る」の認知度を高めることができた。また、ふるさ
と納税の返礼品数の充実を図るとともに、Web会
議システムを活用した笠戸ひらめのPRを行うこ
とで、ふるさと納税の受入額を増加させることが
できた。

下松市観光協会との協働で、キャラクターの活
用、シティプロモーションに取り組んでいく。ふる
さと納税返礼品取り扱い事業者を増やし、受入
額の増額に取り組む。

地域政策課

ACT　SAIKYOの選手等、訴求力のある人材、団
体との連携による市の魅力発信に取り組んだ。

スポーツ団体やスポーツ施設、観光施設等とく
だまるを融合させた画像・動画をSNSに掲載する
などし、スポーツ少年団等への加入促進及びス
ポーツ施設の利用促進や大会、合宿誘致、観光
地への誘客促進等に取り組み、地域の活性化を
図る。

地域交流課

周南地域地場産業振興センターに補助を行い、
「周南ものづくりブランド」認定事業に協力した。

市内外へ向け「ものづくりのまち下松」を様々な
方法でアピールする。

産業振興課

多様なツール（公式マスコットキャラクター、SNS、
YouTube等）、人材（ふるさとサポーター、インフルエン
サー等）、下松ならではの地域資源（特産品、産業、郷土
資料等）の活用により、本市の魅力発信を行うことで知
名度の向上を図りつつ、移住・定住へのきっかけづくりと
なるよう努めるとともに、関係人口の拡大を図ります。

①情報発信による下松ファン
づくり

「ものづくり」をはじめとする下松ならではの産業や「稲穂
祭（きつねの嫁入り）」をはじめとする伝統・文化、わがま
ちスポーツ「バドミントン、ハンドボール」などを結び付け
たイベントの開催により、多様な魅力資源を市民のシビッ
クプライドにつなげるとともに、民間との協働を図りつつ
本市への集客・回遊を促進し、にぎわいの創出に努めま
す。

③産業や伝統・文化、スポー
ツを活用した地域振興
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

②ＵＪＩターン希望者の発掘
移住希望者に対して、移住関連フェア等での相談や移住
希望者と地域をつなぐ「ふるさと回帰支援センター」と連
携した積極的な情報発信、情報提供を強化します。

・ふるさと回帰
支援センター
への情報提供
・ふるさとサ
ポーター制度

ふるさと回帰支援センターへの情報提供を行うと
ともにSNSを通じた情報発信に取り組んだ。

引き続き、ふるさと回帰支援センターへの情報提
供を行うとともにSNSを通じた情報発信に取り組
む。

地域政策課

③新たな人材への支援

地方創生推進交付金の活用による東京圏から移住就業
された方への移住就業支援金の支給を県と共同で実施
します。また、民間事業者との協働による空き家に関す
る情報発信や仕事につながる起業支援制度などとの連
携を図り、移住・定住に関する施策・制度のパッケージ化
を進めます。

・移住支援制
度の周知　・
移住就業支援
事業

県と共同で移住支援金補助事業を実施した。
県と共同で移住支援金補助事業を実施するとと
もに、県が設置する各種相談支援センターを活
用し、積極的な情報発信に取り組む。

地域政策課
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

基本目標３　生涯にわたり健康で安全・安心に暮らしを続け誰もが住みよさを実感できる「まち」を創生する

3-1　充実した都市基盤の整備

・道路橋梁整
備事業

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、5年毎の法定
橋梁点検を実施し、補修対策が必要な橋梁につ
いて補修設計・補修工事を実施した。（点検25
橋、補修設計1橋、補修工事6橋）

引き続き、橋梁長寿命化修繕計画に基づく、橋
梁点検、補修設計及び補修工事を実施する。

土木課

・都市計画事
業（道路、公
園）
・豊井地区ま
ちづくり整備
事業

都市計画道路大海線の事業用地を取得し一部
道路築造工事を行った。都市公園においては、
安全・安心な公園施設の利用、効果的な維持管
理や修繕・更新計画を行うため、維持管理方針
の検討を行い、公園施設長寿命化計画を策定し
た。また、豊井地区まちづくり整備計画を策定
し、豊井土地区画整理事業の事業計画を廃止す
るとともに、都市計画道路豊井恋ヶ浜線の事業
認可を取得した。

都市計画道路大海線は、令和4年度の供用開始
に向け計画どおり整備を進める。都市公園は、
公園施設長寿命化計画に基づき、施設整備を進
める。豊井地区まちづくり整備計画に基づき、幹
線道路、準幹線道路等の整備を中心とした都市
基盤整備を図る。

都市整備課

・旗岡市営住
宅建替事業

令和元年度から令和2年度にかけて旗岡市営住
宅A棟の建設を行った。令和2年度中に生野屋、
緑ケ丘市営住宅と旗岡市営住宅（2号棟、8号
棟）からのA棟への移転が完了した。

「旗岡市営住宅建替基本計画」に基づき、旗岡
市営住宅の建替を実施する。令和3年度にはB
棟建設に着手する予定である。

住宅建築課

・公共下水道
事業

「下松市公共下水道事業経営戦略」に基づき、
汚水・雨水共に整備区域の拡大を進め、公共下
水（汚水）の人口普及率は県内13市でトップであ
る。令和2年度末に計画区域全域を事業認可区
域に取り込んだ。また、老朽化対策はストックマ
ネジメント計画により着手、地震対策についても
計画を策定した。

昨今の気象状況により、特に浸水対策が課題と
なっているが、竹屋川排水区については、新ポ
ンプ場も建設し管路整備も間もなく完了する。新
たに事業認可区域となった大谷川排水区につい
て、管路及び新ポンプ場建設に着手する。汚水・
雨水・防災対策と課題は山積しているが、引き続
き、「下松市公共下水道事業経営戦略」に基づ
き、確実に実行に移していく。

下水道課

・農水路整備
事業

農道や林道、農業用水路の改良や補修を実施し
た。

農道等の計画的な維持管理に努め、施設の安
全性を確保し利用を継続する。

農林水産課

・学校教育施
設、公民館施
設等整備事業

耐震化については、下松市学校施設耐震化基
本計画に基づき、下松小学校の校舎の建替等を
進めている。また、令和元年度に策定した「下松
市学校施設長寿命化計画」に基づき、下松中学
校屋内運動場の照明改修工事や、久保中学校
屋内運動場のトイレの洋式化を行い、教育環境
の改善を図った。

引き続き、「下松市学校施設長寿命化計画」に基
づく学校施設の改修・改築、トイレの洋式化や特
別教室の空調整備などを行う。

教育総務課

道路・橋梁・河川・上下水道、学校・社会教育施設・社会
体育施設・設備などの社会インフラについて、計画的な
整備、維持管理、長寿命化・耐震化を推進するなど、将
来にわたって持続可能で強靭な社会基盤の構築を図る
とともに、新たな市街地形成に努めます。

①持続可能で強靭な社会基
盤の構築
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・学校教育施
設、公民館施
設等整備事業

公民館施設整備計画に基づき、笠戸公民館、花
岡公民館講堂、米川公民館及び末武公民館の
建替え事業を推進した。また、施設の中・長期的
な維持管理、更新を進めるため、社会教育施設
等長寿命化計画を策定した。

生涯学習やコミュニティ施設、防災拠点としての
機能を併せ持つ公民館について、施設の必要な
改修や建替えを計画的に行っていく。

生涯学習
振興課

②時代、地域に対応した公共
交通の充実

下松市地域公共交通網形成計画に基づき、公共交通の
利用促進を図ります。また、過疎化が進む地域におい
て、生活交通の確保を図るため、利用者のニーズや地
域性等を踏まえた交通体系のあり方について検討しま
す。

・地域公共交
通網形成計画
の推進　・コ
ミュニティバス
運行事業
・交通系IC
カードの普及
支援

笠戸島や久保地区における今後の移動手段等
について、各地域でアンケート調査や説明会を
実施し、地元とともに検討を行った。下松市コミュ
ニティバス（米泉号）については、運行地域での
アンケート結果等を反映して、停留所の新設及
び足場環境整備を実施した。また、交通系IC
カードを導入した乗合バス事業者に対して、導入
費用の補助を行った。

山口県との共同事業として、タクシー運賃助成実
証事業を実施し、市街地の交通空白地における
高齢者の移動手段確保とタクシー事業者の生産
性向上に取り組む。笠戸島や久保地区における
今後の移動手段等の検討については、引き続き
地元とともに行う。下松市コミュニティバス（米泉
号）については、2台目の車両を購入し、運行車
両の長寿命化とともに利用者の増加に向けた試
乗会の実施等による周知を行い、意見等を反映
しながら改善を図る。

企画政策課

3-2　安全・安心に暮らせるまちづくりの推進

・自主防災組
織への補助
・防災情報伝
達手段の整備
・防災用備蓄
品整備事業
・防災士派遣
事業

国土強靭化地域計画を策定するとともに、洪水・
土砂災害ハザードマップを更新した。避難所につ
いて新規2箇所、廃止新規1箇所、建替え2箇所
の指定を行うとともに、旗岡第一集会所の再指
定にあたって、空調設備の設置を行った。その
他食料品等備蓄品の購入（6,177千円）、自主防
災組織への補助（3団体53千円）、防災ラジオの
購入（1,200台）・配布等（436台）、啓発活動とし
て講座（6回）を開催し、防災士派遣（うち2回）を
行った。

引き続き防災・減災対策に関する取組を進め、
自助、共助を含めた地域における防災力の強化
に努める。

防災危機
管理課

・災害時避難
場所（公園）整
備事業

下松公園に防災施設として、多目的トイレ・防災
東屋を設置するための実施設計と地質調査を行
い、工事に着手した。

下松公園に多目的トイレ・防災東屋を設置する。 都市整備課

・福祉避難所
の充実

新型コロナの影響により、連絡調整会議や福祉
避難所開設・運営訓練は実施できなかったが、
協定締結法人に対して、コロナ禍における場所
提供や福祉避難所における備蓄品・備品の要望
についてのアンケート調査などを実施した。

令和3年度に福祉避難所の環境整備を図るた
め、防災備蓄品を購入する予定である。また、福
祉避難所の設置運営に関する協定締結法人と
の連携を強化するため、連絡調整会議や福祉避
難所開設・運営訓練を実施する。

長寿社会課

道路・橋梁・河川・上下水道、学校・社会教育施設・社会
体育施設・設備などの社会インフラについて、計画的な
整備、維持管理、長寿命化・耐震化を推進するなど、将
来にわたって持続可能で強靭な社会基盤の構築を図る
とともに、新たな市街地形成に努めます。

①持続可能で強靭な社会基
盤の構築

災害への対応力の向上を図るため国土強靭化地域計画
を策定し、計画的に避難所整備や情報伝達手段の充実
等のハード事業を進めるとともに、ハザードマップの更新
及び周知啓発などソフト事業も実施します。また、自助及
び共助を推進するため、多様な団体・組織との連携や自
主防災組織の結成促進及び活動支援など市民の防災
意識の向上を図りながら、災害に強いまちづくりを推進し
ます。

①防災・減災対策の強化
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・防犯灯設置
助成事業　・
防犯パトロー
ル育成事業
・運転免許自
主返納者記念
品事業

防犯灯設置助成については市内23自治会から
申請があり、新規設置39灯、取替1灯を行った。
市主催の行事において防犯パトロール隊の新規
加入についてＰＲを行った。令和2年度から実施
した運転免許自主返納者記念品事業について
は申請のあった213人に対し、記念品を配付し
た。

引き続き啓発活動を行い、事業を継続する。 生活安全課

・交通安全施
設整備事業

下松市通学路安全プログラムや交通安全施設
点検を踏まえつつ、道路照明、道路反射鏡、防
護柵の設置、その他区画線、路面カラーリング
等の工事を継続的に実施（例年、委託料及び工
事費で25,000千円程度の予算執行）したことによ
り、子育て環境の改善に寄与した。

引き続き、下松市通学路安全プログラムや交通
安全施設点検等により問題点を洗い出し、効果
的な施設整備に努める。

土木課

下松市通学路安全プログラムに基づき、通学路
の安全確保のために、関係機関合同の合同点
検を実施した。学校ガードボランティアについて
は、個人・団体で300人以上が登録している。

通学路の危険箇所の把握をし、緊急性の高い箇
所については、早急に対策を検討し実施の方向
まで進める。学校ガードボランティアの新規登録
を各学校を通じて進める。

学校教育課

3-3　健康でいきいき暮らせるまちづくりの推進

①地域医療の充実

市民生活の安全・安心につながる医療の確保に向け、
周南記念病院を拠点とし、医師会等との連携を通じた広
域的な地域医療体制の充実を図ります。また、夜間・休
日、救急等、多様な医療ニーズへの対応を図り、きめ細
かい医療体制の確保に努めます。

・米川診療所
管理運営業務
・地域医療対
策事業　・休
日診療所運営
事業
・二次救急医
療体制の整備

日曜日・祝日等の休日における初期救急医療
を、内科系は下松市休日診療所、外科系は在宅
当番医制により実施した。二次救急医療は病院
群輪番制病院により対応した。また、米川診療
所の管理運営も行った。

今後も医師会等との連携を図りながら、地域医
療体制の充実に努める。

健康増進課

歩道、街路灯、ガードレール、カーブミラー等の交通安全
施設を計画的に整備するとともに、交通安全教育及び啓
発活動に取り組みます。また、ＬＥＤ化した防犯灯、防犯
カメラの設置、防犯パトロールや学校ガードボランティア
などの活動を支援します。

②防犯、交通安全対策の推進
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・健康づくり推
進事業　・食
育推進事業
・保健指導事
業
・がん検診　・
介護予防事業
・歯科保健対
策

下松市健康増進計画、くだまつ食育推進計画、
下松市自殺対策計画に基づき、生活習慣病予
防教室やがん検診、ストレス相談等を実施した。
健康づくり作品の募集、わが家の野菜レシピ集
の作成、くだまつ健康マイレージ事業等により、
健康づくりの推進を図った。
YouTubeやDVD作成等により、介護予防事業・
歯科保健事業の充実を図った。

今後も、健康寿命の延伸を目指し、生活習慣病
の予防や早期発見・早期治療に向け、健康教
育・健康相談の充実を図り、健（検）診の受診率
向上に努める。
また、社会資源を活用し、歯科保健事業・食育事
業・自殺対策等の充実を図る。

健康増進課

・特定健康診
査

特定健診受診率向上に向けて、新規事業として
「健診で○○応援プロジェクト」を実施し、受診者
に「健康応援クーポン」を送付するとともに、継続
受診者で健診結果が一定基準を満たす者には
インセンティブ付与として、追加クーポンを配布し
た。また、健診未受診者に対しては、ＡＩを活用し
て被保険者の区分分けを行い、複数パターンの
勧奨はがきを年2回送付する等、積極的な受診
勧奨を実施した。

特定健診受診率は、新規事業の取組により令和
2年度実績で35.5％となり、平成30年度と比較し
て5％以上向上している。令和5年度の目標値を
60％としているため、引き続き、積極的な受診勧
奨を行うとともに、「健診で○○応援プロジェクト」
を実施し、啓発活動の強化を図るなど、重点的
な取組を行う。

保険年金課

・健康ウオー
キング

スポーツイベントへの関りが深く、経験も豊富な
スポーツ推進委員協議会に事業を委託し、市と
の連携により事業を実施した。
これまでのウオーキングに、クイズやニュース
ポーツ体験等を追加し、ウオークラリー形式とす
ることで、参加者が楽しみながら歩くことができ、
日常の運動のきっかけづくりに資することができ
た。

引き続き、スポーツ推進委員協議会等と連携し
て健康ウオーキングを開催し、多くの方に運動
の楽しさを伝えることができるよう努める。また、
他のイベントにおいても、ニュースポーツ等を通
して体を動かすことの楽しさを伝え、運動習慣の
意識向上を図る。

地域交流課

・介護予防事
業・認知症対
策の推進・介
護予防・日常
生活支援総合
事業

新型コロナウイルス感染症の影響で、参加者人
数を縮小し、新しい生活様式に沿って介護予防
事業（認知症を含む）を実施した。

引き続き、新しい生活様式に沿った介護予防事
業を実施していく。

長寿社会課

・在宅医療の
推進　・医療と
介護の連携促
進
・地域の支え
合い体制づく
り（協議体）の
推進

地域における協議体活動を進め、医療介護にお
いてはPDCAサイクルを活用した課題抽出を行う
など地域包括ケアシステムの推進を図った。

各分野の事業を進め、地域包括ケアシステムの
深化・推進を図る。

長寿社会課

・地域ケア会
議

地域ケア会議を開催し、高齢者の実態把握や課
題解決のための地域包括支援ネットワークの構
築に務めた。

引き続き、地域ケア会議を定期的に開催し、多
職種が参画できるよう進めていく。

長寿社会課

健康寿命の延伸に向け、健康づくりを推進します。各種
健（検）診の受診率向上や歯科保健対策等の充実を図
り、生活習慣病の予防、早期発見、重症化予防など予防
医療に努めます。また、市民の主体的な健康づくりの取
組を支援するとともに、市民一人ひとりの　　健康を支え
る環境づくりに努めます。

②健康づくりの推進

高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、医療、介護、予防、住
まい、生活支援を一体的・包括的に提供する保健、福
祉、医療又は地域団体との連携などによる地域包括ケ
アシステム構築に向けたネットワーク体制の充実を推進
します。

③地域包括ケアシステムの構
築
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・シルバー人
材センターの
活用　・通い
の場の充実
・サロン活動
支援事業
・介護支援ボ
ランティアポイ
ント制度

新型コロナウイルス感染症の影響で、通いの場
の立ち上げ支援や、新規のボランティア活動は
出来なかったが、既存グループへの講師派遣な
ど、定期的なボランティア活動は実施した。

新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、今
後も引き続き推進していく。

長寿社会課

・敬老祝金等
事業

令和2年度については、敬老祝金に代え、新型コ
ロナによる緊急経済対策として、全市民対象に
商品券の配付を行った。

令和3年度から、新しい高齢者施策への転換を
図るため、対象者の見直しを実施する。
（75歳以上→①77歳、②88歳、③100歳以上）

長寿社会課

・生涯学習の
推進（講座）

各公民館主催の講座や市民が企画・運営に携
わる生涯学習講座の実施、出前講座の市民講
師の募集等を行い、生きがいや自己実現に向け
た生涯学習活動の場を提供した。

生涯学習活動で学んだことを発表できる場づくり
や学んだことを地域に還元できる仕組みづくりに
努めていく。

生涯学習振
興課

3-4　誰もが快適な生活環境の整備

・道路空間・公
園のバリアフ
リー化

対象の道路空間では、平成27年度から令和2年
度までの整備目標770ｍのうち全区間で整備が
完了し、100％の達成率となった。

引き続き、大海線等の築造に合わせ、歩道に点
字ブロックを整備するとともに、利用者の安全性
確保のため、整備した点字ブロックの適切な維
持管理に努める。

土木課

・道路空間・公
園のバリアフ
リー化

都市計画道路大海線の歩道整備においてバリ
アフリー化を行った。また、下松公園の階段に手
すりを設置した。

道路空間・公園におけるユニバーサルデザイン
化及びバリアフリー化を推進しながら整備を進め
る。

都市整備課

・日常生活用
具給付事業
・居宅介護住
宅改修助成事
業

介護が必要な高齢者等がこれまでの住み慣れ
た自宅で安全に暮らし続けられるよう、手すりの
設置や段差解消などの住宅改修に要した費用
の一部を支給した。

引き続き、給付・助成事業を継続する。 長寿社会課

道路や建築物等、公共施設において、ユニバーサルデ
ザインにマッチした整備を進めるとともに、ニーズに合わ
せたバリアフリー化を推進します。

①ユニバーサルデザイン化及
びバリアフリー化の推進

生きがいづくりや社会参加を目的とし、高齢者が長年
培ってきた豊富な経験や知識・技術等を活かし、自発的・
積極的に参加する場づくりに取り組みます。

④高齢者の活躍・交流の場づ
くり
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基本目標（3）　施策の柱（15）　具体的施策（39） 事業 令和2年度の取組・成果 今後の展開・方向性 担当部署

　第２期下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策評価シート）

・自治体クラウ
ドの活用　・
Wi-Fiスポット
増設事業
・AI やRPA 等
の導入検討

自治体クラウドの共同利用については、安定稼
働しており、新たに単独でGISシステムをクラウド
化した。Wi-Fi設置個所については増減なし。AI、
RPA活用の対象業務について、全庁的に調査を
実施した。

Wi-Fiスポットについては、Kビジョンの地域BWA
の進捗を見ながら調整する。令和3年度からAI-
OCRを導入予定である。業務効率化に向け、更
なる導入を検討していく。

情報統計課

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機
に、市民の利便性の向上にもつながる行政のデ
ジタル化が求められており、内部事務や情報発
信など様々な分野でのICTの活用を調査、研究
した。

自治体DX推進に向けた様々な取組を実施する
こととなるが、費用対効果を見極めながら、シス
テム等の導入に向け、検討を進める。

情報統計課

3-5　地域活力の創出と協働のまちづくりの推進

・自治会活動
支援　・多文
化共生の推進

地域自治・協働や地域力の強化のため、地域担
当職員制度の導入準備を整えることができた。
また、地域課題について市自治会連合会と情報
を共有し、必要に応じた取組が各地域で実践さ
れ始めた。

住民自治をより強化するため、若者など幅広い
層の自治会加入を促進する。

地域政策課

・男女共同参
画推進事業

市HPや市役所ロビーの展示で、ワークライフバ
ランスについて、周知した。しかし、新型コロナウ
イルスの影響により、男女共同参画講演会を開
催することはできなかった。

講演会については、今後、オンライン、対面方式
等それぞれの特性を生かして、実施方法を検討
していく必要がある。

人権推進課

・英語版分別
アプリの活用

令和2年8月から配信を開始し、54件の利用があ
る。外国人を雇用する事業所や集合住宅管理
者、自治会長等に、アプリの利用の勧奨を行っ
ている。

今後も市広報紙やホームページ等で利用の促
進を図る。

環境推進課

・民間企業と
の包括連携協
定　・民間活
力導入の検討

令和元年度に引き続き、ACT SAIKYOと連携し、
ホストタウン事業の推進に向け、徳山大学での
課題解決型インターンシップに協力した。下松市
公式マスコットキャラクター「くだまる」のゆるキャ
ラグランプリ出場では、民間事業者と協働で認知
度アップに向けたPRを展開した。併せて、新型コ
ロナウイルス感染症予防を目的とした街頭啓発
も実施した。

既に包括連携協定を結んでいる民間企業等と
は、さらに関係性の深化に向けた取組を実施す
るとともに、新たな包括連携協定も模索し、ス
テークホルダーとなる連携企業等と互いの強み
を生かした取組を実施する。

企画政策課

・ネーミングラ
イツ導入

下松スポーツ公園体育館（トラックワンアリーナ）
と下松タウンセンター屋外ステージ（ゆめステー
ジ）の2施設に導入した。

今後さらに導入する施設を検討していく。 契約監理課

ICTの活用により、従来では実現できなかった行政運営
の効率化や質の高い市民サービスの向上を図るととも
に、市内におけるインターネット接続環境の向上を促進
するなど、市内の情報化の促進に努めます。

②Society5.0の実現に向けた
技術（未来技術）の活用

地域と行政が連携し、持続可能な地域づくりを進めるた
めに必要な仕組みの構築やコミュニティの活動拠点の整
備に取り組むことで、地域自治・協働を推進し、地域力の
強化、コミュニティの活性化を図ります。また、地域活動
の核となる自治会や女性、若者、外国人等、幅広い層の
地域活動を支援するとともに、買い物弱者対策などの地
域課題の解消に向けて取り組みます。

①地域コミュニティの推進

民間活力の利用及び企業との連携により、魅力ある地
域づくりを推進します。また、公共施設の整備・運営にあ
たっては、公民連携による手法（PFI の活用など）を研究
するなど民間事業者と連携を図ります。

②民間企業との協働の促進
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